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平成 24 年 12 月 14 日 

各 位 

会社名 株式会社 新生銀行 

代表者名 代表取締役社長 当麻 茂樹 

（コード番号 ： 8303 東証第一部） 

 

 

当行子会社に対する行政処分について 

 

 

本日、当行子会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社は、投資一

任業務における投資対象資産の買付価格に関するデューディリジェンス態勢が不十分

であり、善管注意義務違反の事実が認められたとして、金融庁より金融商品取引法第

51 条に基づき、業務改善命令を受けました。 

 

今般の事態に関しまして、お客さまをはじめ関係者の皆さまに多大なるご心配、ご

迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。なお、同社の投資信託業

務については、今回の行政処分事由の対象ではございません。 

 

当行は、今回の同社に関する業務改善命令を厳粛に受け止め、当行グループにおける法令遵守

の一層の徹底と内部管理体制の更なる強化に取り組み、再発防止に努めてまいります。 

 

 

以 上 

 

 

お問い合わせ先  

新生銀行 IR・広報部 

大高、江口 

Tel. 03-6880-8303 
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（参考資料） 本資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社の発表資料です。 

 

平成 24 年 12 月 14 日 

各 位 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 

 

金融庁の当社に対する行政処分について 

 

 

本日、当社は、投資一任業務における投資対象資産の買付価格に関するデューディリジェンス  

態勢が不十分であり、善管注意義務違反の事実が認められたとして、金融庁より金融商品取引法

第 51 条の規定に基づき、業務改善命令を受けました。 

 

当社に対する業務改善命令の内容等は下記のとおりです。 

 

お取引をいただいているお客さまをはじめ関係者の皆さまに、多大なるご心配、ご迷惑をお掛

けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。 

 

当社といたしましては、この度の業務改善命令を厳粛に受け止め、法令遵守体制および内部管

理体制の構築、再発防止策の策定を含む命令事項の確実な実行に向けて真摯に取り組んでまいる 

所存です。 

 

なお、当社の投資信託業務については今回の行政処分事由の対象ではございません。投資信託  

および投資一任契約に係る業務の運営につきましては、今後とも通常どおり継続してまいります

ので、引き続き宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

１．業務改善命令の内容 

 

① 投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢

の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これら

を着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。 

② 特に、投資一任契約の締結・運用に際しては、買付価格の妥当性検証に係る社内規則の策定

など、十分な体制を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。 

③ 今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。 

④ 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を

講じること。 

⑤ 上記①から④について、平成 25 年 1 月 15 日までに書面で報告すること。 

 

２．事実関係 

 

証券取引等監視委員会が、平成 24 年 4 月 23 日を検査基準日として、新生インベストメント・

マネジメント株式会社（以下「当社」という。）を検査したところ、以下の状況が認められた。 
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〇投資一任業務に係る善管注意義務違反 

 

当社の投資一任業務における投資決定のための必要な調査等（以下「デューディリジェンス」

という。）の態勢を検証したところ、市場性があり、価格情報が容易に入手できる投資対象資産に

係る買付価格の決定に関し、以下のとおり、十分な調査等を行っていない状況が認められた。 

 

（１）企業年金基金等との投資一任契約の締結に係る経緯 

 

当社は、企業年金基金等からの依頼に応じ、投資一任契約を締結し、証券会社から優先出資証

券等を買付けている。 

しかし、当該買付けに当たっては、投資一任契約の締結以前から、企業年金基金等と証券会社

との間で、投資対象の優先出資証券等及びその買付価格について交渉しているなどとして、当社

は価格交渉に十分に関与していないほか、価格の妥当性の検証を行っていないまま、証券会社か

らその価格を提示されている。 

 

（２）A優先出資証券の買付価格について十分な調査等を行っていない状況 

 

当社は、平成 22 年 6 月 16 日及び同年 7月 2日、A優先出資証券について、同じ証券会社から、

甲株式会社及び乙企業年金基金（以下「両社」という。）に示された価格の提示を受け、それぞれ

同年 6月 30 日及び同年 6月 17 日に締結した両社との投資一任契約に基づいて、同年 6月 30 日及

び同年 7月 13 日に当該優先出資証券の買付けを行っている。 

当社は、当該優先出資証券への投資に当たって、助言業者からのレポートを基にデューディリ

ジェンスを行っているものの、投資政策委員会において買付価格の妥当性についての議論を行わ

ないまま、両社が証券会社から提示されていた価格で投資決定している。 

このため、両社との投資一任契約に基づく買付けについて、同じ証券会社からの受渡日が同一

のほぼ同時期の買付けであるにもかかわらず、その買付価格には乖離が生じているが、当社は、

その乖離について説明がつかない状況のまま、証券会社から提示された価格で買付けを行ってい

る。 

当社においては、上記の状況に関して、両取引の価格に乖離が生じている要因について、証券

会社に確認を行うなどの検証を行っておらず、他の証券会社に価格を確認するなど、より良い価

格で執行できるか等の確認も行っていない。 

 

（３）B 優先出資証券を担保資産とするリパッケージ債の買付価格について十分な調査等を行っ

ていない状況 

 

当社は、平成 23 年 9 月 5 日、リパッケージ債の利回り等について、証券会社から、丙企業年

金基金に示された条件の提示を受け、同年 10 月 25 日に丙企業年金基金と締結した投資一任契約

に基づき、同日に当該リパッケージ債の買付けを行っている。 

しかしながら、当社は、証券会社から提示された当該リパッケージ債の利回り等の条件が、担

保資産の価格等に照らして妥当なものか否かについて検証を行っていない。 

また、顧客から利回りの改善要求を受け、一度は証券会社と交渉して利回りを改善させている

が、当社は、その後も担保資産の価格が下落している状況を把握しているにもかかわらず、顧客

の要求は満たしたとして、証券会社の提示する価格を受けるにとどまり、証券会社に対して更な

る利回り改善の余地について、十分な確認を行っていない。 

さらに、当社は、最終買付決議を行うにあたり、当該リパッケージ債について、上記助言業者
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からのレポートを基にデューディリジェンスを行い、投資政策委員会においても議論が行われて

いるものの、買付価格の妥当性についての説明・議論は行われておらず、当該助言業者のレポー

トにおける利回りと実際に組成されたリパッケージ債の利回りには乖離が認められるにもかかわ

らず、これに係る議論は行わないまま買付けを決議している。 

 

（４）その他の投資対象資産の買付価格について十分な調査等を行っていない状況 

 

当社は、上記（２）及び（３）以外にも、市場性があり、取扱証券会社間で価格が異なり得る

投資対象資産への投資を行っているが、これらについても、価格交渉に関与しておらず、投資政

策委員会においても買付価格の妥当性についての議論を行わないまま投資決定し、証券会社の提

示する価格のまま取引を執行している。 

 

上記（２）から（４）における当社の状況は、金融商品取引法第 42 条第 2 項に定める、善良

なる管理者の注意義務に違反するものと認められる。 

 

以 上 

 


